
コストゼロ
事業参加に費用は
かかりません

課題解決に向けた
コンサルティング
多様な人材の活用・
定着率向上等を支援

採用ミスマッチの軽減
採用前の現場実習による
就業体験を通じて求職者の
適性を見極められる

東京都商工会連合会
Tokyo Metropolitan Federation of Societies of Commerce and Industry

近年、労働力確保や人材育成に頭を悩ませる企業は少なくありません。特にものづくり等中小企業では、
専門的な技能・技術を持つ人材の減少、待遇や業務環境の課題もあり、人手不足が年々深刻さを増し
ています。そこで東京都商工会連合会では、東京都の補助金を活用して多摩地域のものづくり等中小
企業の皆様に、人材確保・育成及び定着化、職場の環境改善や生産性向上等を支援しています。

企業の皆様は費用負担なく、本事業のメニューをご活用いただけます。
社員の採用・育成の課題解決にお困りの企業の皆様は、ぜひご活用ください。

ものづくり等中小企業の皆様へ

令和8年度
多摩地域人材ダイバーシティ
総合推進ネットワーク事業

本事業は東京都の「多摩・島しょ地域人材確保特別支援事業補助金」を活用したものです。

採用のミスマッチを軽減する「紹介予定派遣制度」などを活用した採用支援、多様な働き方支援や課題解決に向けた専門家によるコンサルティ
ング、個社別研修などの処遇改善支援、女性活躍を加速するための支援などを、費用負担なく受けることができます。

事業参加のメリット

社員が
定着しない

従業員を
教育したい

人材育成に関して
専門家に相談したい

など

面接や内定を
辞退されてしまう

希望する人材の
応募が無い

東京都の補助金を
活用しているから
無料なんだね！

豊富なメニューから
自社の課題にあった
支援を受けられるよ！



労働力確保事業
『労働力確保事業』は、ものづくり等中小企業と、就職を希望する方、双方をサポートする雇用支援プログラムです。基礎研修や、
紹介予定派遣の仕組みを活用した現場実習など、企業が抱える求人・採用時の不安を軽減するためのメニューをご用意しています。

※ 求職者募集から締結まで、東京都商工会連合会の業務委託事業者が、企業・求職者双方の支援を行います。

合同企業面接会

本事業には、経験の浅い若者や仕事復帰
を目指す女性、再就職を希望するシニアな
ど、多様な求職者が参加します。企業面接
前に3日間の基礎研修を実施し、社会人マ
ナーやビジネスの基礎を学び直していただ
くことで、求職者・企業双方が安心して就業・
採用に進めます。

本事業に参加するものづくり企業
と求職者の交流・マッチングの場で
す。ものづくりに興味を持つ求職
者に対し、各企業担当者が直接、企
業説明や質疑対応を行います。ポ
スターやチラシ、Webサイトなどで
開催を告知します。

求職者募集
説明会

基礎研修
3日間 企業面接 直接雇用

求職者との面談 給与・交通費支給 給与・交通費支給
事業参加への選考 企業の費用負担はありません。

魅力発信ホームページ
本事業のWebサイト（求職者向け
のページ）に求人情報を掲載しま
す。掲載事項と写真をご用意いた
だくだけで、自社PRや自社サイト
への誘導が可能です。掲載料・制
作料・手数料は無料です。人材採
用のツールとしてご活用ください。

求職者が基礎研修で行うこと
ビジネススキル／自己理解／職業理解／
キャリアカウンセリング

求職者参加条件
本事業に参加する求職者は、以下の条件を満
たす必要があります。
● 本事業への申込時点で49歳以下の方
● 製造経験を活かして働きたい50歳以上の方
● 現在、「正規雇用」として就業していない方（退職日が決
定している場合、お申し込み時点で正規雇用であって
もご利用いただけます）

● 多摩地域のものづくり等中小企業に「就職」の意思・意
欲のある方

● 本事業参加にあたり仕組み、ルールを理解したうえで
参加を希望する方

● 就職活動を主体的に行う意思のある方

基礎研修についてColumn

紹介予定派遣型

ダイレクト応募型

事業の流れ

紹介予定派遣（現場実習）
求職者は基礎研修受講後、企業との面接を経て原則1カ月間の現場実習を行います。本採用前の実習を通じて
適性を確認でき、採用後のミスマッチ軽減につながります。

求職者に一定期間業務を行ってもらい、双方合意のうえ直接雇用
へ移行します※。派遣期間中の費用や契約成立時の紹介料は不要
です。※紹介予定派遣を通じて採用した場合、法令上試用期間を設けることができません。

実習期間（派遣）
一般的な労働者派遣契約では禁止されている「事前面接」も、紹介
予定派遣契約を活用することで実施可能です。「履歴書・職務経歴書」
等の応募書類も確認でき、求職者の適性や志向を把握できます。

事前面接が可能

紹介予定派遣
（現場実習）
（1カ月程度）

企業で実施
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処遇改善事業

　　特別支援事業（女性活躍推進事業）

『処遇改善事業』は、ものづくり等中小企業の人材の育成・定着等を支援するプログラムです。専門家によるコンサルティン
グや、豊富な支援メニューを組み合わせた研修コースによって、従業員の意欲向上、スキルアップを図り、従業員の定着促進、
非正規従業員の正規化、賃金引上げなどの処遇改善に繋げる取り組みを支援します。

ものづくり等中小企業における女性活躍推進は、人材の確保・定着をはじめ、生産性の向上やイノベーションの創出など、
多岐にわたる経営メリットをもたらします。環境整備を通じて「選ばれる企業」となることは、長期的な成長を実現するための
不可欠な戦略です。
こうした取り組みをバックアップすべく、今年度より新たに、女性活躍を加速させるための特別プログラムを開始します。

従業員の定着 人材育成 労務管理整備 デジタル化推進

課題を持つものづくり等中小企業に事業の発展を図るための知識習得の機会をご提供
手 法 経営層、管理職、中堅社員、若手社員に向けて研修を実施

1. 女性のスキルアップセミナー
対 象  女性従業員
内 容  女性活躍推進を加速するテーマの個別セミナーやオンラインで受講可能な研修(eラーニング )を実施します

2. 女性活躍推進マインドチェンジセミナー
対 象  ものづくり等中小企業の経営者・管理者
内 容  女性活躍に関する有益な情報提供を行うほか、組織の体制づくりや積極的な取り組み事例などを紹介します

事業内容

事業の流れ

事業のポイント

事業内容

NEW!

● 概要説明
● 申込み確認
● ヒアリングの実施

ご説明、お申込み

企業ごとに
課題を整理し、
支援メニューを 
選定してご提案

調査、メニュー・
目標設定

● 課題解決に向けた
研修・コンサルティ
ングを実施

● 集合研修の開催

実施

参加企業より
実施報告書を
ご提出

報告書等

会社のニーズや目標に合わせて研修内容を
カスタマイズできる1

研修動画メニューをご提供。インターネット環境が
あれば、いつでもどこでも学習が可能4

幅広いトピックやスキルに対応した
多彩な研修メニュー2

人材を採用した後の定着をサポートする
仕組みの整備3

目 的
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最小サイズ

通常サイズ

この印刷製品は、
環境に配慮した
資材と工場で製
造されています。

この印刷製品は、
環境に配慮した
資材と工場で製
造されています。

〒207-8515　
東京都東大和市桜が丘2丁目137-5　中小企業大学校東京校東大和寮 BusiNest 4階 B410

TEL：042-516-9096（受付時間　平日 9:00～17:30）　　FAX：042-516-8973 
※お電話でのお問い合わせの際には、お掛け間違えのないようお気をつけください。

URL：https://tama-monozukuri.jp

はじめまして！
MUKAERUです。
どうぞよろしく！

多摩地域の中小企業に優秀な人材を
「むかえる」ためのお手伝いをします！
もちろん、多摩地域に「かえる」こと
をお考えの方にも手厚いサポートを 
ご用意しています！

MUKAERU（ムカエル）

多摩地域ものづくり人材確保支援協議会は、多摩地域人材ダイバーシティ総合推進ネットワーク事
業等を推進する機関です。メンバーは、多摩地域のものづくり等中小企業をはじめ自治体、支援機
関、金融機関、商工会議所・商工会等で構成され、協議会の中に幹事会とプロジェクトチームを設置
して事業運営を行っています。

● 「多摩地域ものづくり人材確保支援協議会」にご入会いただきます。（会費等の費用はかかりません。）
● 多摩地域に活動拠点（本社又は営業所等）を有していること。
● 日本標準産業分類の大分類Eの「製造業」又は大分類G「情報通信業」に属し、資本金の額又は出資の総
額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であること。

● 求職者を受け入れるにあたって、採用環境及び雇用環境等の整備に積極的に取組む意欲を有していること。
● 過去5年間に重大な法令違反がないこと。
● 企業等の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等（東京都暴力団排除条例（平
成23年東京都条例第54号）第2条第2号に規定する暴力団並びに同条第3号に規定する暴力団員及び
同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。）に該当する者でないこと。

● 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。
● 総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿類を整備していること。
● 労働者名簿、出勤簿及び賃金台帳等の労働関係帳簿類を整備していること。
● 法人税（個人については所得税）その他租税を滞納していないこと。
● 労働関係法規を遵守していること。
● 公序良俗に反する事業又は青少年の健全育成上相応しくない事業を行っていないこと。
● 本事業の趣旨を理解し、参加の条件に同意すること。
● 採用にあたり、公正な選考を行っていること。

多摩地域ものづくり人材確保支援協議会について

事業活用の条件

東京都商工会連合会　企業支援課
多摩地域人材ダイバーシティ総合推進ネットワーク事業　事務局お問合せ先

事業を利用して
正社員になった人の割合

未経験から
正社員になった人の割合

62%

正社員数
事業利用者
就職数 66%

未経験者
正社員数

安心して
就業することが
できた。

スタッフの
サポートがとても
心強かったです。

現場実習という形で
企業の職場環境や
仕事内容を

知ることができる点が
よかったです。

自分自身何ができるのか
分からなかったので、
今回の現場実習などが

とても良い
経験になった。

2016年～2025年の事業利用者就職数500名以上Column

実績・人材確保支援協議会
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